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新型コロナウイルス感染症に関連した感染症対策ついて

平素より！本市の教育活動にご協力いただき軍してあり‘．がとうございま丸

さて，全国都道府県に発令されていた緊急事態皇宮も向山鼎瑚牢除され，、学校が再開い卑しま

すが，今後も感触邦址に努め；できる限り感染を抑える必要がありますもこのため，次のよ

うに対応しますので∴と理解ご協力をよろしくお廠いいたします∴

なお；新型ヲロナウイルスの感染症については日々状況が変化しておりますので，変更が生

じる場合もありますことをご了承くださ蟻

1出席停止蝉の敵いについて

（り児童生徒の感染が判明した場合，あるいl事漉厚接触者に特定された場卓上

（2十襲撃特の風轍軸洩られ自宅で休斬る鱒

（3）一医療的ケアが日常的に必要であったり，基礎疾患等がある、ことで感染予防のため欠席す
■る場合、（主治医や学校医との相改めうえ率席するべきと据示された場合）

くす）感染予防のため自主的に欠席する場合

（5）児童生徒が海外から帰国しそきて自宅で鐘過を葡察する場合了

【（1）～（，5）で欠席す．る場合】
・由席停止等となりゝ，欠席とはなりませ‰

・欠席する場合及び，再

●

校できるようになった場合は必ず学校に電吉

ぐださいこ（学校に欠席連絡が入った日から再び登校できるという

レ出があるまでが出席停止となります云さかのぼって出席停止にすること一はできま
せんb）・

ただし，パ1）の場合晩．主治医または保健所等め指示に従い，．登校が認められたう

えで連絡してくださ亘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

医師による 明書は不要です云

2　ヰ記の事由以外くケガや素事等）で欠席した場合にういて

登校すべき日に上記の事由以外で欠席した場合については，／欠席となりますム ただし

フルエンザ等の攣豊で定められた疾病については従来通り出席停止となり　出席等

止指示書及び治癒証明書が必要となりますム

3　墓棚な感染症対策　　　　　　　　　　竃

登校敵の検温，手洗いややスクの着凰保護都子よる鹿廉観察などを1しっかりと行ってくだ

さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
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